
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域包括支援センターへ 

電話や窓口にてご相談ください。（相談先は裏面をご覧ください） 

※相談内容によっては、支援チームにつながず、地域包括支援センターが対応を行う場合があります。 

② チームによる支援（概ね最長６カ月） 

認知症初期集中支援チームがご自宅を訪問し、認知症についてのお困りごとや心配なこ

とを支援させていただきます。 

・認知症の症状に合わせた対応等のアドバイスを行います。 

・必要に応じて専門医療機関への受診の促しや調整を行います。 

・必要な介護サービス等へつなげます。 

③ 関係機関への引継ぎ 

安定的な支援につながったことを確認の上、関係する機関へ引継ぎをします。 

こんなことありませんか？・・・もしかしたら、認知症かもしれません。 

 

認知症初期集中支援チームとは？ 

認知症サポート医と医療・介護の専門職（看護師・社会福祉士・ケアマネジャー等）で構成

する認知症の支援チームです。認知症へ早期に対応するためこんなことをお手伝い 

します。 

①医療受診の支援 ②介護サービスの支援 ③家族の関わり方の相談など・・・ 

 

怒りっぽくなって話を

聞いてくれない 

買い物に行き、同じ物

をいくつも買ってくる 

家の中に子供がいる等、誰

もいないのに見えている

かのように言う 

お金がなくなった、取られて

困っていると言ってくる 

ゴミ出しなど、近隣とのトラブ

ルが増えた 

訪問販売で必要のない商品

を契約、購入してしまった 

認知症は、早期に対応することで症状がやわらいだり、進行を遅らせたり 

することもできます。 
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まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。 

     市外局番（０２５８） 

 名  称 担当地区・地域 電話番号 住  所 

長岡市地域包括支援センター 

なかじま・おもてまち 

 千手・阪之上の一部（ＪＲ線の西側）・表町 

中島・神田・新町 
３０－１１２１ 

 長岡市表町 2-2-21 
 （長岡市社会福祉センター内） 

長岡市地域包括支援センター

けさじろ 

 四郎丸・豊田・阪之上の一部（ＪＲ線の東 

側）・川崎 
３７－５７００ 

 長岡市今朝白 2-8-18 
 （高齢者センターけさじろ内） 

長岡市地域包括支援センター

ふそき 
 栖吉・富曽亀・山本・新組・黒条 ２５－３３５４ 

 長岡市新保町 1399-3 
 （高齢者センターふそき内） 

長岡市地域包括支援センター

みやうち・やまこし 
 宮内・十日町・六日市・太田・山通・山古志 ３９－００８０ 

 長岡市曲新町 566-7 
 （高齢者センターみやうち内） 

長岡市地域包括支援センター

まきやま・みしま 
 下川西・上川西・福戸・王寺川・三島 ２９－７００５ 

 長岡市槇山町 1592-1 
 （高齢者センターまきやま内） 

長岡市地域包括支援センター

にしながおか 

 大島・希望が丘・日越・関原・宮本・大積 

深才・青葉台 
２９－６６２１ 

 長岡市三ツ郷屋下川原 383-1 
 （ケアハウス西長岡内） 

長岡市地域包括支援センター

なかのしま・よいた 
 中之島・与板 ６１－２６００ 

 長岡市中野中甲 1666-2 
 （サンパルコなかのしま内） 

長岡市地域包括支援センター

こしじ・おぐに 
 越路・小国 ４１－３２０１ 

 長岡市浦 3060 
 （特別養護老人ホームわらび園内） 

長岡市地域包括支援センター

わしま・てらどまり 
 和島・寺泊 ７４－３８０８ 

 長岡市小島谷 3422-3 
 （デイサービスセンターわしま内） 

長岡市地域包括支援センター

とちお 
 栃尾 ５３－２２６５ 

 長岡市栃尾泉 419-2 
 （特別養護老人ホームいずみ苑内） 

長岡市地域包括支援センター

かわぐち 
 川口 ８９－３９７４ 

 長岡市西川口 1168 
 （高齢者生活支援ハウスぬくもり荘内）  

 

※認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センターによる相談及び支援は無料です。 
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【対象となる方】 

 
40歳以上で、在宅で生活しており、認知症が疑われる方または認知症の症状などでお困りの方 

・認知症の診断を受けていない方、診断後の受診を中断した方 

・介護保険サービスを利用していない方、中断した方 

・認知症の症状が強く、介護や対応に困っている方 など 


